（A/AC.278/2024/2より抜粋）

国連高齢化作業部会 決議14／1
「高齢者の人権保障において存在しうるギャップの特定とその最善の対処方法に関する勧告」
仮訳；高田清恵
高齢化作業部会は、

　1. 高齢者の人権に関する既存の国際的枠組みの検討と、高齢者の人権保障において存在しうるギャップ（乖離）の特定、およびそれらに対処するための最善の方法に関する検討を促進するため、高齢化作業部会の議長に対して2名の共同進行役を任命することを要請した、高齢者の人権保障におけるギャップの特定とその最善の対処方法に関する2023 年4月6日の高齢化作業部会決議13／1 に留意する。

　2．2022 年から 2030 年までの間に、世界的に60 歳以上の人口が 31%増加することが予測され、また、この増加は開発途上世界において最も大きく、かつ最も急速に生じることに留意し、人権分野を含む高齢者に影響を及ぼす固有の課題に対していっそう大きな注意を払う必要性があることを認識する。

　3．高齢者が、社会を機能させること、および「持続可能な発展のための2030アジェンダ」（注1）の実施に向けて本質的に重要な貢献を続けることが可能であることを認識し、また、高齢者が人権を完全かつ有効に享受することの重要性を認識する。

　4.　すべての人権は普遍的、不可分、奪うことができないものであり、相互に関連し、相互に依存していることを想起し、高齢者の人権および基本的自由を尊重し、保障し、促進する国家の義務を再確認する。　

【高齢者の人権に関する既存の国際文書】
　5. 世界人権宣言（注2）、市民的及び政治的権利に関する国際規約（注3）、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（注4）、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（注5）、障害のある人の権利に関する条約（注6）、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（注7）を含む、すべての関連する国際人権文書を想起する。

　6. 高齢者の人権の保護および促進に関する地域的な発展および規範的文書、特にラテンアメリカおよびカリブ海諸国、アフリカ、ヨーロッパのものに留意する。

　7. 「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」を想起し、高齢者を含む誰ひとり取り残されないことを保証するため、その実施において高齢者に関連する課題を確実に考慮する必要があることを強調する。

　8.  2002年の高齢化に関する政治宣言およびマドリッド国際行動計画（注8）を再確認し、それらに関連するレビューおよび評価手続を想起する。

　9. 高齢者のための国連原則（注9）、第2回高齢化世界会議のフォローアップに関するこれまでの国連総会の決議、および高齢者の人権に関するこれまでの国連人権理事会の決議を想起する。

　10. また、2020年8月3日の世界保健総会決議73(12)「健康な高齢化の10年　2020－2030年」（注10）を含む、高齢化に関するすべての世界保健総会の決議を想起する。

　11. 「国際高齢者年のフォローアップ：第2回高齢化世界会議」に関連する国連事務総長報告書における所見、および国連人権高等弁務官報告書における所見に留意する。

　12. 高齢者のすべての人権の享受に関する独立専門家の活動に感謝するとともに、その報告書に留意する。

　13. 国連人権高等弁務官事務所が作成した「高齢者に関連する国際人権法における規範的基準に関する2012年分析成果研究のアップデート」と題する作業文書に留意する。

【高齢者の人権保障におけるギャップの特定】
　14．加盟国、国連人権理事会および関連する任務保持者（マンデートホルダー）ならびに条約機関を含む国連システムの関連機関や組織、地域委員会、ならびに国内人権機関、政府間委員会、関連する非政府組織による、高齢者の人権保障において存在しうるギャップの特定とそれに対処するための積極的な貢献を認識する。

　15. 高齢化作業部会における、13 会期におよぶ作業に留意する。

　16. また、高齢化作業部会の第13 回会期から第14回会期までの間に行われた会期間作業と、「高齢者の人権保障において存在しうるギャップの特定とその最善の対処方法」と題する質問状に対する実質的回答が、すべての加盟国、専門機関のメンバー、国連総会のオブザーバー、国内人権機関、非政府組織、および高齢者のすべての人権の享受に関する独立専門家によって共有されたことに留意する。

　17. エイジズムは、高齢者を無視し、高齢者に対する差別を容認するという前提の上に成り立つ、広く蔓延する偏見に満ちた態度であり、また、エイジズムが、年齢による差別の共通の原因であり、正当化の理由、原動力であることを認識する。

　18.　エイジズムおよび高齢者に対するあらゆる形態の暴力、差別、ネグレクトを撤廃するとともに、あらゆる次元での貧困を根絶し、高齢者の尊厳と幸福（well-being）を促進することが、高齢者が人権および基本的自由を完全に享受するための基本であることを認める。

　19. また、高齢女性は、ジェンダーによる不平等から生じる差別に直面することが多く、社会的・経済的排除や身体的・心理的虐待・暴力を被るより高いリスクがあり、そのことが人権と基本的自由の享受にとって悪影響を及ぼしていることを認識する。

　20. 質問状に対する回答から、特に、平等および非差別、暴力、ネグレクトおよび虐待、自律および独立、長期ケアおよび緩和ケア、社会的保護および社会保障、教育、訓練、生涯学習および能力開発、司法へのアクセス、働く権利、労働市場へのアクセス、経済的安全、持続可能な発展への貢献、到達可能な最高水準の身体的・精神的健康を享受する権利と保健医療サービスへのアクセス、社会的包摂、アクセシビリティ、インフラと居住環境（交通、住居、アクセス）、公共生活と意思決定プロセスへの参加に関連する分野において、高齢者の人権保障における規範上および実施上のギャップが存在しうることが明らかにされたことに留意する。 

　21. また、貧困、気候変動、武力紛争、新たな技術がもたらすリスク、金融・経済危機、保健システムへの負担を含む、しかしこれらに限定されない、高齢者の人権保障に関するさらなる課題が生じる可能性があることに留意し、さらに関連して、多くの国において、予防、治療、緩和ケア、専門的ケアの必要性を含む、急速な人口の高齢化に伴うニーズに対応する準備が十分でない可能性があることに留意する。

【高齢者の人権保障におけるギャップに対処する最善の方法】
　22.　質問状に対する回答により、高齢者の人権に関する固有の国際文書の制定から既存の人権枠組みの実施改善に至るまで、高齢者の人権保障におけるギャップに対処するための様々な方法が特定されたこと、および、いくつかの分野ではより具体的な行動が必要であることを認識する。

　23. 加盟国に対し、人口の高齢化と持続可能な発展との関連性を、適切な場合には政府のあらゆるレベルにおける国家政策やプログラムの中で主流化する努力を加速するよう奨励する。また、高齢化を社会的・経済的発展および人権の枠組みに結びつける努力を加速するよう奨励する。

　24. 加盟国に対し、高齢者の人権、尊厳、幸福（well-being）の完全な享受を確保する（ensure）ような方法で、国内、地域、 国際レベルにおける政治的関与を強化するよう勧告する。

　25. また、加盟国に対し、高齢者の人権保障におけるギャップに取り組むにあたって、質問状への回答から得られた以下の選択肢を、非排他的な方法で検討することを勧告する。
　　(a) 高齢者のすべての人権の平等な承認と実現を促進し、保障し、確保するための法的拘束力のある国際文書。

　　(b) 高齢者の人権の保障および享有に関連する既存の人権条約の選択議定書。

(c) 高齢者の特別なニーズと利益を考慮して、既存の人権条約の履行を強化すること。

　　(d) 国際的レベルで高齢者の権利の固有かつ適切な保障（セーフガード）を提供することを目的として、国連人権理事会およびその補助機関を含む関連する多国間フォーラムにおいて、それらの任務や権限を十分尊重しつつ、高齢者の人権問題に取り組むこと。

　　(e）高齢化に関する国際行動計画のアップデートの可能性。

　　(f）高齢化に関する議論を促進するため、技術協力の取り組み、データ共有、パートナーシップの構築などを通じて、地域委員会およびその他の関係する利害関係者との協力を適切に強化すること。

　　(g）高齢者の状況に関する評価を改善させるために、年齢別、必要に応じてその他の関連要因別に分類されたデータ、統計、質的情報をより効果的に収集する能力を強化すること。

　　(h) 適切な場合には、自国が加盟している既存の国際人権機関への報告の中で高齢者の人権状況について取り上げ、条約機関の監視メカニズムおよび特別手続きの権限保有者（マンデートホルダー）に対し、加盟国との対話において、特に総括所見と報告書において、高齢者の人権状況に十分な配慮を払うよう奨励すること。

　　(i) 現在および将来における国連の政府間プロセスにおいて、高齢者が直面する固有の人権問題に適切に配慮すること。

　　(j) 高齢者の人権を促進し、保障することと並んで、エイジズムに対する効果的な対策を推進し、高齢者をケアや援助の受動的な受け手、福祉制度や経済に対する差し迫った負担としてではなく、社会に対する積極的な貢献者として捉えること。

　　(k) 高齢者に対する肯定的なパブリックイメージと、家族、地域、社会への高齢者の多面的な貢献を促進するための取り組みを推進し、支援すること。
　
　26. 高齢化作業部会は、高齢者の人権の保護と促進に向けた今後の措置について、さらに具体的な議論を促進することを目的として、これらの勧告を国連総会の検討に付すため、国連総会に提出することを決定する。

―――――――――――――――――――――――――――――
（注）
1 決議70/1.　　
2 決議217 A（III）。
3 決議 2200 A（XXI）の付属書を参照。
4 同上。
5 国際連合、Treaty Series1249巻、20378号。
6 同上2515巻、449 10号。
7 同上660巻、9464号。
8  2002年4月8－12日にマドリッドで開催された第2回高齢化世界会議の報告書（国際連合発行、販売番号E.02.IV.4）、第Ⅰ章、決議1, 付属書 IおよびII。
9 決議46/91、付属書。
10 世界保健機関（WHO）文書WHA73/2020/REC/1参照。

（仮訳　高田清恵）
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